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病床数適正化緊急支援事業の申請について（依頼） 

 

 本県の保健医療行政の推進については、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

 さて、標記事業について、厚生労働省から別添のとおり、令和８年６月２３日から給付申

請の受付が開始されるとの連絡がありました。 

 つきましては、申請を希望される医療機関におかれましては、下記のとおり、申請書類の

御提出をお願いいたします。 

 なお、このたびの厚生労働省からの事務連絡では、第２回以後の申請を予定していた医療

機関についても、今回申請するよう依頼がありました。ついては、「病床数適正化緊急支援

事業の活用意向の確認について」（令和８年４月２８日医第１４２－１号埼玉県保健医療部

長通知。以下「保健医療部長通知」という。）で回答しなかった医療機関にあっても、第２

回以後の申請を予定していた場合には、保健医療部長通知の記載にかかわらず、下記申請期

限までに、申請書類等の御提出をお願いいたします。 

 

記 

１ 申請書類   

 （１）申請様式 

 （２）口座振替申出書 

 （３）ヒアリングシート 

 

２ 第１回申請受付期間 

  令和８年６月２３日（火）～令和８年７月１４日（火） 

 

３ 提出方法 

  下記の申請サイトにて、１の申請書類のアップロードをお願いします。なお、申請サ

イトへのログイン・アップロードの方法等は、申請サイトに掲載するマニュアルを参照

してください。 

   申請サイト：https://en.surece.co.jp/byoushou_sien26/ 

 

https://en.surece.co.jp/byoushou_sien26/


 

４ 留意事項 

（１）厚生労働省では、「本事業により病床数を削減したときは、病床を削減した医療機関

が所在する二次医療圏における基準病床数等を削減する」としております。また、

「都道府県において議論が必要と認める場合」は、地域医療構想調整会議において

「議論を行った上で削減を行う」としています。そのため、埼玉県において、医療機

関から給付申請のあった病床（精神病床を除く）については、原則として、地域医療

構想調整会議において、地域の意見をいただいた上で、本事業の給付対象とするかを

決定します。また、本事業の給付金については、厚生労働省が造成する基金の範囲内

で基金管理団体が支給します。 

   そのため、申請をいただいた場合でも、すべての病床が給付対象とならない可能性

がありますので、御留意ください。 

 

【一般病床・療養病床を削減予定の医療機関】 

（２）医療機関からの申請内容を地域医療構想調整会議に付議するにあたり、病床の削減

理由や地域医療に与える影響などを確認させていただくため、厚生労働省が定めた申

請様式とは別に、上記１（３）のヒアリングシートの御回答をお願いいたします。 

       なお、ヒアリングシートの質問項目のうち、前掲の保健医療部長通知のヒアリング

シートと同じ内容に関するものについては、回答内容に変更がなければ、同じ内容の

御回答で差支えございません。 

   また、一般病床および療養病床を合わせて３０床以上削減し、本事業に給付申請を

行う医療機関には、地域医療構想調整会議へ出席いただき、ヒアリングシートの回答

内容等に基づいて御説明いただく予定です。 

 

【精神病床を削減予定の医療機関】 

（３）精神病床を削減し、当事業へ給付申請をする医療機関には、県疾病対策課が別途開

催予定の精神病床を有する県内医療機関を対象とした会議にて、説明していただく予

定です。 

 

（４）「病床数適正化緊急支援事業の活用意向の確認について」（令和８年４月２８日医第

１４２－１号埼玉県保健医療部長通知）にて調査票等を御提出いただいた場合でも、

当事業へ申請の意向が無い場合は申請書類の御提出は不要ですが、本事業に申請しな

い旨をメールにて以下のメールアドレス宛に御連絡ください。 

   精神科単科の医療機関以外：a3530-07@pref.saitama.lg.jp 

   精神科単科の医療機関：a3590-13@pref.saitama.lg.jp 

  【問い合わせ先】 

              （精神科単科の医療機関以外） （精神科単科の医療機関） 

担 当 医療整備課 総務・医療企画担当 

菅原、星野、宮本 

疾病対策課 精神保健担当 

工藤 

電 話 ０４８－８３０－３５３５ ０４８－８３０－３５６５ 

メール a3530-07@pref.saitama.lg.jp a3590-13@pref.saitama.lg.jp 
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